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幹線林道事業移⾏円滑化対策交付⾦（継続） 【令和７年度予算概算要求額 52,020（52,020）千円】
＜対策のポイント＞
平成20年４⽉１⽇に緑資源機構が解散し、緑資源幹線林道事業も廃⽌したことに伴い、業務を承継した国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構において
既設幹線林道に係る賦課⾦等の徴収、借⼊⾦の償還を円滑に進める必要があります。

＜事業⽬標＞
既設幹線林道に係る賦課⾦等の円滑な徴収、借⼊⾦の償還

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03-3581-1032）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

○ 賦課⾦等の徴収のための事務費
国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構における既設幹線林道に係る
賦課⾦・負担⾦の徴収に係る事務費を措置します。

国 国⽴研究開発法⼈
森林研究・整備機構

交付（定額）

＜事業の流れ＞

国

23年元⾦均等半年賦
（据置期間3年を含む）

︵

緑
資
源
機
構
भ
債
権
॑
承
継
︶

平
成
20
年
度
以
降

平
成
19
年
度
以
前

林道事業
実 施

財政融資
資⾦

先⾏投資

借 ⼊借 ⼊

債 券

都道府県負担⾦

受益者賦課⾦
徴 収償 還償 還

債券発⾏債券発⾏

償 還償 還

緑
資
源
機
構

23年元⾦均等半年賦
（据置期間3年を含む）
※平成13年度以前は、25年元⾦均
等半年賦（据置期間5年を含む）。

10年満期⼀括返還

25年元利均等半年賦
（区間毎に据置期間4年を
含む。利率は、財政融資資
⾦の借⼊利率及び債券の
利率を基に算出。）

財政融資
資⾦

債 券

都道府県負担⾦

受益者賦課⾦

徴 収償 還償 還

償 還償 還

森
林
研
究
・
整
備
機
構

10年満期⼀括返還

＜林道事業の実施＞

＜徴収と償還の事務＞

＜徴収と償還の事務＞

補助⾦補助⾦

国 交付⾦交付⾦

25年元利均等半年賦
（区間毎に据置期間4年を
含む。利率は、財政融資
資⾦の借⼊利率及び債券の
利率を基に算出。）

︵

緑
資
源
機
構
भ
債
務
॑
承
継
︶

（H28年度末で完済）
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特別⺟樹林保存損失補償⾦（継続） 【令和７年度予算概算要求額 9,351（9,353）千円】

＜対策のポイント＞
特別⺟樹林の所有者に対する損失補償を実施します。

＜政策⽬標＞
現在、指定されている特別⺟樹林の私有林のうち169㏊について、損失補償⾦を交付

［お問い合わせ先］林野庁整備課（03－3502－8065）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
○指定された特別⺟樹（林）の所有者等は、その⽬的のため、林業種苗法第７条
の規定により、これらの樹⽊を伐採してはならないとされています。

○そのため、昭和45年より、林業種苗法第８条の規定に基づき、国は特別⺟樹
（林）の所有者等に対し、通常受けるべき損失を補償しなければならないとされて
います（義務的経費）。

○年度の途中において、補償を⾏うことを要しない原因を⽣じたときは、当該原因を
⽣じた当⽉までの⽉数により、それぞれ⽉割計算により補償額を算出します。

１．特別⺟樹林保存損失補償⾦
○ 特別⺟樹（林）は、地域の⾃然環境に永年順応し、特に優良な形質を有する
樹⽊、⼜はその集団を育種素材として提供するための種穂の供給源として、林
業種苗法第４条の規定に基づき、農林⽔産⼤⾂が指定したものです。

○ 林業種苗法第８条（特別⺟樹等についての損失補償）に基づき、特別⺟樹
（林）として指定することにより、当該森林所有者が本来得られるであろう所得の
損失を補償するものであり、指定時における⽴⽊価格（伐採・搬出にかかる経費
を控除）の３％を⽀払います。

国
定額

＜事業の流れ＞

特別⺟樹（林）の所有者等

損失補償の対象となる特別⺟樹（林）は、全国で30箇所、169ha

補償

⽯川県の特別⺟樹林 和歌⼭県の特別⺟樹林
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放射性物質対処型森林・林業再⽣総合対策事業（拡充）
【令和７年度予算概算要求額 3,731,272（3,678,955）千円】

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．森林内における放射性物質の実態把握 221,096（171,096）千円
○ 森林内の放射性物質による汚染実態等を把握するため、樹冠部から⼟壌中まで階層
ごとの放射性物質の分布状況等の調査・解析を実施します。

２．森林・林業再⽣に向けた実証等 2,096,269（2,129,632）千円

① 避難指⽰解除区域等における実証
避難指⽰解除区域等において、地域住⺠の帰還と林業の再⽣を円滑に進められるよ
う、森林施業が放射性物質の動態に与える影響等の検証や実証事業を実施します。

② ほだ⽊等原⽊林再⽣のための実証
放射性物質の影響を受けている⾥⼭・広葉樹林の計画的な再⽣に向けた実証的な

取組を⽀援します（「⾥⼭・広葉樹林再⽣プロジェクト」は本事業を活⽤して実施します）。
③ 帰還困難区域の森林施業実施に向けた実証

作業実態に応じた被ばく量の推定や帰還困難区域の空間線量率の実態把握を踏まえ
た森林施業実施の在り⽅の検討、作業時間の⽬安と被ばく量管理⽅法といった作業者
の安全・安⼼のためリスクコミュニケーションなど施業実施に向けた森林作業のガイドライ
ンを策定します。
④ 情報の収集・整理と情報発信等

森林・林業の再⽣に向けた情報の収集・整理と情報発信等を実施します。

＜対策のポイント＞
被災地の森林・林業の再⽣を図るため、 森林内における放射性物質の実態把握、ほだ⽊等原⽊林再⽣のための実証、間伐等の森林整備と⼀体的に⾏
う⼟砂流出防⽌柵の設置等の放射性物質対策に加え、帰還困難区域の森林施業実施に向けたガイドライン策定を実施します。
＜事業⽬標＞
森林・林業の再⽣を通じた被災地の復興

２．森林・林業再⽣に向けた実証等

間伐等の影響検討 リターの蓄積量把握

①避難指⽰解除区域等における実証
②ほだ⽊等原⽊林再⽣のための実証

④情報の収集・整理と情報発信等

シンポジウム 企画展⽰

１．森林内における放射性物質の実態把握

樹⽊に沈着した放
射性セシウムは⾬
による溶脱や落葉
などで地表へ移動
し、森林内の分布
は12年間で⼤きく
変化

2011年 2023年

川内村
（スギ林）

葉
32%

枝
9%
樹⽪
4%

材
0.2%

落葉層
32%

⼟壌
23%

⼟壌等の濃度測定

伐採及びぼう芽更新⽊等の濃度測定による再⽣実証
「⾥⼭・広葉樹林再⽣プロジェクト」の推進

葉
0.2%

枝
0.3%

樹⽪
0.8%

材
0.7%

落葉層
1%

⼟壌
97%

原⽊林の成林 伐採後のぼう芽更新

空間線量率の実態把握 作業実態に応じた
被ばく量の推定

③帰還困難区域の森林施業実施に向け
た実証

帰還困難区域の施業実施に向けたガイドライン策定
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

定額

［お問い合わせ先］林野庁研究指導課（03-6744-9530）
業務課 （03-3503-2038）

３．放射性物質対処型林業再⽣対策 1,413,907（1,378,227）千円
① 森林整備の実施に必要な放射性物質対策

事業地を選定するための汚染状況重点調査地域等の森林の放射線量等の概況調
査、作業計画の検討を⾏うための事業対象森林の調査、森林所有者等への説明・同
意取付等を⽀援します。
また、放射性物質の移動抑制のための筋⼯の施⼯等、森林整備を実施する際に必

要な放射性物質対策を⽀援します（「ふくしま森林再⽣事業」は本事業を活⽤して実施
します）。
② ⾥⼭再⽣事業

住居周辺の⾥⼭において、住⺠の安全・安⼼の確保に資するため、環境省・復興庁に
よる除染・線量測定の取組と連携して森林整備を実施します。

委託

※３①の⼀部は国有林による直轄事業

国 県、（国研）森林研究・整備機構

委託

＜事業の流れ＞

国
⺠間団体等

(１の事業)
(３の②の事業)

都県 市町村、⺠間団体等
定額定額

国

⺠間団体等 (２の①、③、④の事業)

定額
都県

※１の⼀部は国有林による直轄事業

委託
⺠間団体等

３． 放射性物質対処型林業再⽣対策

移動抑制対策(筋⼯)

①森林整備の実施に必要な放射性物質対策

関係者の同意取付放射線量等の概況調査等

②⾥⼭再⽣事業

⾃然観察園（スギ、アカマツ等の間伐）

定額
県

県 市町村等
定額定額

(２の①、②の事業)

(２の①、②の事業)

(３の①の事業)
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